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理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員 

手当に関する規程 

 

１．この規程は社会福祉法人歩む会福祉会の理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員

の手当に関して定める。 

 

２．理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員であることのみをもって手当てを支給し 

ない。 

 

３．理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員が会議に参加した場合、理事、監事、 評

議員が、監査及び入札に立ち会った場合交通費として１５００円を支給する。 

 

４．監事が監査を行った場合交通費として１５００円を支給する。 

 

５．理事長が理事長としての職務を行った場合交通費として１５００円支給する。 

 

 

 

付則 

 この規程は、１９９８年９月２９日から施行する。 

 この規程は、１９９９年１０月１４日から施行する。 

 この規程は、２０００年３月２２日から施行する。 

 この規程は、２００２年１０月２２日から施行する。 

 この規程は、２０１７年４月１日から施行する。 

  


